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ひたちなか市子ども会育成連合会 

安全共済会担当 
2025 年 3 月 23 日作成 



ネット入力時に必要な情報 

 

学区名：勝田 or 那珂湊  

 

単位子ども会コード：082210●●●  

単位子ども会名称：小学校区 ＋ 子ども会名 

※安全共済会の手続きはすべて、この安全会専用の子ども会名です 

 

新ユーザーID 

半角英数字 

新パスワード（ID と同じものを使用します） 

半角英数字 

データ移行時に必要になる旧ユーザーID 

半角英数字 
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子ども会は、子どもたちに生きる力と輝きを育み、

体験を通して感Ellが生まれ、輝く夢を与える活動を行なつています。

子ども会の活動、取り組み

☆仲間遊び ☆エコ活動 ☆緑化運動 ☆スポーツ活動 ☆慰Fo5。 訪問活動

☆食育活動 ☆生活習慣向上運動 ☆伝承芸能活動 ☆募金活動
´

子ども会活動を安心して行うために、共済に加入することも忘れずに !!
年会費には共済掛金の他に賠償責任保険料が含まれています。

活動中に会員本人が負つたケガや病気の他に、誤って第三者にケガを負わせてしまつたり、

物を壊したりしたときも補償を受ける事ができます。

事故防止のため、定期的に、そして事業開始前から事業実施中にも KYT(危 険予矢]ト レーニング)と、

事前の会場下見による安争 安心を確保しましょう。

子ども会に加入するには、単位子ども会、市区町村子連、都道府県 。指定都市子連に所属する者が、

次の年会費を納めることが必要です。

☆子ども会年会費1人 220 円

内

訳

全国子ども会安全共済掛金 50円

20円  (子ども会賠償責任保険料を含む)

70円
全国子ども会連合会運営費

茨城県子ども会安全事業費
150円 (安全教育、共済会加入・請求手続き、事前審査、名簿管理、市町村事務費補助黄

等の費用として)

И加入手続きに晰要な書類など、全国子とも会連合会のホームヘージにご用意しております。また、ネットによる力0入手続き

もできますので、所属の都道府県・政令指定都市子連、および市ERI町村子連へご確認の上、ご活用ください。(全 国子ども会連

合会ホームヘージ参照)

全国子ども会安全共済とは
子とも会活動中に会員本人が負ったケガや病気に文」して死亡共済金、後遺障害共済金、医療共

済金が支払われます。

賠償責II保険とは
子ども会活動中の事故により主催者以外の会員や 7‐三者が死傷したり、第三者の財物に損害を

与えた lDも しくは他人から預かつた財物に損害を与え法律上の損害賠償責任を負つたとき、保
険金が支払われます。

1 
全国子ども会連合会

 躙自転車保険も取り扱つております。お申し込み、または詳細に関しまして、全国子ども会連合

会のホームベージをご確認ください。
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ご加入の前に必ず

7年度―

ださい (共済約款ほか抜粋)

この共済は、被共済者が共済期間中の子ども会活動中に被った傷害又ま疾病について、共済約款の規定に従い共済金をお支払いするものです。

全国子ども 九飛
・令和銚

営

ヽ
　
　
ぉ

全共済会のご案内

1 補償の対象となる「子ども会活動」とは

(1)次のいずれかによる活動を子ども会活動という

①子ども会の活動計画に基づき、1名 以上の指導者 (18歳以上の者に限る)

又は育成会員の管理下にある活動

②子ども会の活動計画を実施するために必要な調査及び準備のための活動
0子ども会活動の一環として参加する各種研l_7会 、研究会及び会議に参加し
て行う活動

(2)前項の活動にはヽ子ども会が指定する集合場所又は解散場所と被共済
者の住居との通常の経路の往復中を含みます。
2 共済期間の制限

令和 7年 4月 1日 0時 より令和 8年 3月 31日 24時までの一年間
期間の途中から加入の場合は、加入手続きが完了した日の翌日 0時から令和
8年 3月 31日 24時まで。
3 共済契約者の範囲

①全国子ども会連合会に加盟する都道府県 (指定都市)子連に加盟する市町

村 (区)子 ども会連合組織の代表者

②都道府県 (指定都市)子連に加盟する市町村 (区)子 ども会連合組織がない

場合は、都道府県 (指定都市)子連に加盟する子ども会連合組織または単位子
ども会の代表者

③全国子ども会連合会に加盟していない都道府県については、当該都道府県
の市町ll(区 )子 ども会連合組織の代表者又は単位子ども会の代表者
①全国子ども会連合会および全国子ども会連合会に加盟する都道府県 (指 定

都市)子連の事務局代表者
4 被共済者の範囲

単位子ども会、市区町村等子連、都道府県 (指定都市)子連に所属する者.

(0歳 から加入可。加入年齢制限なし。4月 1日 魂在 3歳以下の者が加入する

場合は、保護者、祖父母又は親族 (18歳 以上)の加人が必要)

5 共済掛金とその他の会費

共済掛金は被共済者 1名年額 50円

共済掛金のほ力ヽ こ全国子ども会連合会運営費と都道府県 (指定都市)子連運

営費が必要になります。
6 共済金額

③共済金請求権は共済金請求の事由が発生した時の翌日から起算して 3年を

経過した場合は、時効によつて消滅する。
9 共済金をお支払いする場合
(1)死亡共済金

①被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被り、その直接の結果として

事故の発生の日からその日を含めて 180日 以内に死亡した時

②被共済者が子ども会活動中に突然死 (_ヒ記が適用されない疾病により急死)

した時

(2)後遺障害共済全

被共済者が子どヽゝ会活動中に傷害又は疾病を被り、その直接の結果として共

済約款に定める身体障害の状態 (後遺障害)と なつた時

(3)医療共済金

被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被り、その直接の結果として医
師の治療又は柔道整復師による施術を受けた時
ただし、以下の場合は支払対象外

①平常の生活に支障がない程度になおつた時以降の期間の医療費
②事故の発生の日からその日を含めて 180日 を経過した後の期間のE‐E療費
③総E■l療 ,点数が333点 以下 (医療共済金の額が 1,000円 以下)の場合
①共済金の支払い期間中に重複して支払い事由が発生した場合
10 共済金をお支払いしない場合

(1)次のいずれかに該当する事由によつて生じた傷害又は疾病に対しては、
共済全を支払いません。

①共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失

②共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共

済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け
取るべき金額に限ります.

0被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為.ただし被共済者が小学生以
下の闘争行為の場合には、共済金を支払います。

①被共済者が飲酒後に発生した当日中の事故等。

⑤被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
(ア )法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
(イ )麻薬、大麻、あへん、覚せい斉」、シンナー等の影響により正常な運転が

できないおそれがある状態で自動車等を運転している間

(ウ )自 転車に二人乗りしている間 (法令で認められる場合を除きます。)

⑥被共済者の妊娠 出産、早産又は流産

0戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類
似の事変又は暴動

⑧地震もしくは噴火又はこれらによる津波

⑨核燃料物質もしくは核燃料物質によつて汚染された物の放射性、爆発性そ
の他の有害な特性又はこれらの特性による事故

⑩①から⑨までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に

基づいて生じた事故

⑪③以外の放射性照射又は放射能汚染

⑫喘B 康病の持病

⑩安全共済会に加入している保護者、祖父母又は親族の同伴がない就学前 3

年までのフL幼児に、子ども会活動で発生した事故等

⑭被共済者が学校管理下にある間に発生した事故等.ただし、被共済者が児
童 生徒でない場合には、共済金を支払います。
(2)当 会は、医学的他覚所見があるが、子ども会活動との因果関係がないこ

とが医IT等により明確に判断される傷害又は疾病の場合は、共済金を支払い

ません.

(3)当会は、被共済者が頸部症候詳 (注)腰痛その他の症状を訴えている

場合であつても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対し

ては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
(注 )せ わヽゆる「むちうち症Jをいいます。

(4)当 会は、次の傷害に対しては共済金を支払いません。
①オスグッド病 野球肘 疲労骨折

②感染症法に基づく感染症。ただし、感染経路が明確に判明した食中毒は除
く.

1)死亡共済全 600万円
2)後遺障害共済金 後遺障害の程度に応じて7万 円～600万円
3)医療共済金 健康保険等を適用した医療費総額の 30%

(支払限度額 50万 円)

7 加入手続き (4月 1日 加入の開   (期 間の途中から加入も可)共済契約

者は 都道府県 (指定都市)子連あてに以下の手続きを完了すること。
①令和 7年 3月 31日 までに共済契約申込書を提出する。

②令和 7年 4月 1日 より5月 31日 までの間に指定の金融機関に共済掛金を振

り込む。

③令和 7年 4月 1日 より5月 31日 までの間に加入者名簿、年間行事計画書を

FT出する。 (ネ ット加入の場合はネット入力完了のこと。)

8 万一事故が発生した場合

(1)事故の通知

被共済者が、共済金を支払う場合の傷害又は疾病を被った場合は、被共済者
又は共済金を受け取るべき者は その原因となつた事故の発生の日からその

日を含めて 30日 以内に事故発生の状況及び傷害又は疾病の程度を都道府県
(指定都市)子連に通矢口すること。

(2)共済金の請求

①当会に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使す
ることができる。

(ア )死亡共済金については 被共済者7・死亡した時

(イ )後遺障害共済金ついては、被共済者に後遺障害が生じた時

(ウ )医療共済金については、平常の生活ができる程度になおった時又は事

故の発生の日からその日を含めて 180日 を経過した時のいずれか早い時

②被共若者又は共済金を受け取るべき者が共済金の支払いを請求する場合は、
共済金請求権の発生した日から60日 以内に共済金請求時に必要となる書類を

提出すること。

本ご案内は、「全国子ども会安全共済会」ビ加入に際して特にご確認いただきたい事項を記載 しておりますが、ごカロ入に関するすべての内容
を記載しているものではありません。ホームページ上の共済規程をご確認いただき、詳細及びご不明な点等は本会までお問合せください。



1 

目次 

 

1 .  はじめに . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 .  安全共済加入手続き  【令和 7 年度一斉加入】 . . . . . . . . . . . 3 

3 .  一斉加入後の申請手続きについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4 .  書類の提出につ い て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5 .  【 追 加 加入 】 の 手続 き . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

6 .  加入者情報の変更【変更届】 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 

7 .  事 故第一 報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 

8 .  共 済金請 求 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 

9 .  遅 延理由 書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 

1 0 . 賠償責任保険 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 

1 1 . 安全共済会 Ｑ ＆ Ａ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 

1 2 . 共済様式のダウン ロー ド手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 

 

 

 

 

 

 



2 

１.はじめに 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

◎ 安全共済会は、子ども会の活動を安心して行うための共済です。手続きは、ネット登録と

書類を提出することで処理されます。正確に、速やかに行っていただくことが大切です。 

入力・記入方法など、わからないことは学区長へ連絡してください。 

書類の内容に関して青少年課では担当範囲外の為お答えできませんので問

い合わせはしないようお願いいたします。 

 

◎ 書類の記入は黒いボールペンでお願いします。消せるペンは使用しないでください。 

 

◎ 書類の訂正は二重線で行います。訂正印や修正テープ等を使用しないでください。書き

直しをお願いすることもあります。 

 

◎ 青少年課はふぁみりこらぼ受付裏にあります。（P.4 参照）駐車する際は、入口で駐車券

を取り、館内案内にてチェックを受けてからお帰りください。（未チェックの駐車券では退

場できません。） 

 

◎ 手続きの用紙は、コピーまたはダウンロードしてからご使用ください。（ダウンロード方法

P.24参照） 

安全会関連資料送達票、共済掛金等報告書（ネット加入用）〈共済様式〉06 は、全子連

ホームページではダウンロードできない為、本日お渡しした原本をコピーしてご使用くだ

さい。 

 

◎ 提出された書類は、安全会担当から確認の連絡をする場合がありますので、お手元に

必ず書類の控え（コピーなど）を残してください。ふぁみりこらぼ１階にもコピー機（有料）

があります。 

 

◎ 書類の種類は、右上の数字を確認してください。『<共済様式>06』などと記載されていま

す。 

  

 

 

 

◎ 子ども会育成会役員と市子連安全共済会担当をつなぐ役目となります。 

双方からの連絡をすみやかに伝達してください。 

学区長さんへ 

子ども会育成会役員さんへ 
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２.安全共済加入手続き 【令和７年度一斉加入】 

 

ネット入力開始日： 安全会ネット加入説明会に出席した日から           

 

ネット入力完了日： ４月３０日（水） 

※５月１日～５月６日は市子連安全会にて、入力された単位子ども会デ

ータを確認します。この確認期間に、追加入力や削除で人数の変更が

あった単位子ども会は、変更内容を学区長へ連絡してください。人数

が変わらなければ連絡は不要です。 

※漢字や年齢の間違いなどの修正は、登録日から３０日以内であれば

ネット上での修正が可能です。 

 

送金手続き： ５月７日（水） ～ ５月１２日（月）正午まで 

※期間前に送金しないでください。 

※送金は電信扱いでお願いします。（P.７参照） 

送金にかかる手数料は、単子でご負担ください。 

 

【お知らせ】 

※令和６年度より、市子連が開催する行事の地引網大会・親子

レクリエーション２事業の応募においては、一斉加入時に共済

へ加入していることが条件となりました。一斉加入時には、ご家

族そろっての加入をおすすめします。 

 

お願い： 

ひたちなか市子連安全会では５４単子、約５，７００人の手続きを 

担当６人で行っています。上記内容は厳守してください！ 



 

 

 

 

 

４ 

３.一斉加入以後の申請手続きについて 

-------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

◎すべての書類の提出先は、ふぁみりこらぼ 1階 青少年課です。 

※ふぁみりこらぼロビーの受付ではありません！ 

◎提出したら、必ず学区長へ連絡を入れてください。学区長は市子連安全会へ報
告をお願いします。 

◎青少年課の方には必ずお声がけをし、許可なく事務室に入るなどしてメールボッ
クスに無断で書類を入れないようにお願いします。 

 
 

◎青少年課には書類の預かりのみお願いしています。安全共済会についてはお答えできません。安
全共済会についての質問は、学区長へ連絡してください。 

◎書類を提出するときは、学区・子ども会名を記載したクリアファイルに入れましょう。クリアファイルは
学区長を通じて返却します。 

 

 

 

 

 

 
青少年課 

子ども会育成会役員さんへ 

入口 

 

中根小学区 

上区東子ども会 

学区名と子ども会名を書いておく 送達票は必ず添付 必要書類 

送 達 票 



４．書類の提出について

提出日 7/1 小学区 子ども会

提出者

チェック 備考

    〇

変更

事故報告

提出物に○を付けてください 確認日 ／

郵送日 ／

担当者 印

加入

共済掛金等報告書〈共済様式〉０６　【原本】

湊あけぼの

安全会記載欄

提出者連絡先 090-1234-1234

勝田or那珂湊

杉浦　隆

提出書類

払込取扱票【コピー】

　※払い込みの状況がわかるもの

変更届　〈共済様式〉０７新　【原本】

※この様式はダウンロード不可のため配布した原本をコピーして使用のこと

【2025年3月改定】

ひたちなか市子ども会育成連合会様式

提出書類に不備があった場合・問い合わせが必要な場合に連絡します

共済金請求

〈医療共済金〉請求書兼事故証明書〈共済様式〉２１【原本】

　※請求者と口座名義人は同一人物であること

個人情報の取扱いについての同意書〈共済様式〉２２【原本】

　　　　　　　　  (交通事故の場合〈共済様式〉２２-２【原本】)

　※受診した病院・診療所・薬局などすべて記載する

柔道整復施術報告書〈共済様式〉２４【原本】

　※接骨院などに受診した場合のみ

医療機関（病院や薬局）の領収書・明細書　【コピー】

　※マル福で受診した場合の薬局の領収明細書を忘れない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

事故第一報報告書〈共済様式〉２０　【原本】

遅延理由書　【代表者が記載する】

その他

安全会関連資料送達票 安全会専用の

子ども会名で記入

5



<共済様式>06

年 月 日

円

㊟　安全共済会掛金等と都道府県・指定都市子連会費等の合計額になります。

【追加人数内訳】

名 名 名 名 名 名

名 名 名

※全子連ホームぺージでダウンロードできるものとは
様式が異なるため説明会で配布した原本をコピーし
て使用のこと

高校生等→高校生・高校年齢相当　　　　育成者等　→　育成者・指導者・事務局職員

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

1.今回加入者数

2.今回加入者の登録日

市 区 町 村 等 子 連 ひたちなか市子ども会育成連合会

幼児

送金(納金)日

大人 合計

人　　数

1 1 5

送金額（㊟）

7

(うちジュニアリーダー数)

4 1令和

小学生 中学生 高校生等

加入者情報・年間行事計画・定例活動はネット加入登録のとおりです。

担 当 者 杉浦 隆

連絡先電話番号

4月〇日1,400

名
7

090-1234-1234

共済掛金等を下記のとおり報告いたします。

4月〇日4月〇日 ～

3.共済掛金等(今回加入者分)

7（提出日）

本様式および共済掛金等は所属の市区町村等子連へ提出・送金願います。

市区町村等子連
受付日

共済掛金等報告書(ネット加入用)

令和5年1月改訂

単 位 子 ど も 会

該当に「〇」表示を記入願います。

〇

湊あけぼの子ども会

単 位 子 ど も 会 番 号 082210●●●

追加

新規

種　　別

この手引き表紙裏の安全

会専用の学区名と子ども

会名を記入

この手引き表紙裏の

単位子ども会コード

不備があった場合に連絡がつ

く、共済について担当されて

いる方の氏名と携帯電話番号

を記入

データを登録した日から完了した期間

1日で登録が終わった場合も日付を記入

例：4月30日～4月30日

累計ではなく追加の内訳

安全会へ送金した日

2回目以降の手続きは

追加に〇

一斉加入は「令和7年4

月1日」と記入

2回目以降の手続きは送

金日と同日

200円×人数で記入

6
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●一斉加入時の安全共済会掛金の送金方法 

 

市子連安全会の新しい口座は、ゆうちょ銀行の総合口座です。令和６年度まで単子

へ配布していた払込取扱票は使用できません。 

※加入人数×共済掛金２２０円を送金してください。 

※依頼人名の先頭には、必ず手引きの表紙裏にある９ケタの単位子ども会コードを

入れてください。例→082210●●● ミナトアケボノコドモカイ 

※送金に利用する金融機関によって口座番号が違います。お間違いのないよう十分

ご注意ください。 

※送金にかかる手数料は、単子でご負担ください。 

 

郵便局からの送金方法 

①郵便局窓口で「電信払込請求書・電信振替請求書」に記入し、現金で「電信払込」 

②郵便局窓口で「電信払込請求書・電信振替請求書」に記入し、お持ちのゆうちょ銀

行口座から「電信振替」※お持ちのゆうちょ銀行口座の印鑑が必要です。 

③郵便局 ATM を利用して、お持ちのゆうちょ銀行口座から「電信振替」 

■口座：記号 １０６８０ 番号 ４４９２５７２１ 

■口座名義：ひたちなか市子ども会育成連合会  

フリガナ：ヒタチナカシコドモカイイクセイレンゴウカイ 

 

ゆうちょ銀行以外の銀行・信金など他金融機関の窓口・ATMを利用した送金方法 

■口座：ゆうちょ銀行 〇六八(ゼロロクハチ)店 

普通預金 ４４９２５７２←口座番号の最後に「1」をつけない！ 

■口座名義：ひたちなか市子ども会育成連合会 

フリガナ：ヒタチナカシコドモカイイクセイレンゴウカイ 

※「電信振込」でお振込みください。 

 

送金後、各金融機関の発行する振込受取書、ご利用明細書、お取引明細書などの

原本は、領収書となるため大切に保管してください。 

安全会では領収書は発行いたしませんので、ご了承願います。 



書類提出について①

確認
一斉加入時に他の子ども会に所属していた際
に加入していなかったか

していた
⇒

新規データ作成後、転出元の市子連等名・
単位子ども会名・転入日を備考欄へ記入しお
問い合わせ送信後、変更届を提出。（安全共
済会ネット入力説明資料紙配布㉑、安全会
の手引きP.13,P.14参照）

↓していない

確認
子ども会に加入しているか
（小学生の場合）

していない
⇒

安全共済会だけの加入はできません
小学生は、子ども会と合わせて加入してくだ
さい

↓している

担当者
ネットで追加登録入力後、
「共済掛金等報告書」の「追加」に〇を入れて
書類を作成する

↓

※他県、他市より転入の場合、送金前に学区長に連絡

↓

代表者
学区長に連絡し、加入者の「市子連会費」及
び「事務手数料」を支払う

↓

報告者
「安全会関連資料送達票」と「共済掛金等報
告書」を合わせて『ふぁみりこらぼ』事務室内
『青少年課』へ書類を委託する

↓

経過
市子連安全会で処理した後、
学区長を介してクリアファイル返却

作成・提出までに分からないことがあった場合は
『学区長』へ問い合わせること

●安全共済会に追加で加入する人がいる

※安全会の手引きP.5,P.6を参照

※「市子連会費」：小学生のみ（100円／1人）
※「事務手数料」：共済加入者全員（20円／1人）

※ふぁみりこらぼは
第1月曜と第3月曜が休館日です

担当者
「共済掛金」を県子連の指定口座へ払い込み
（加入者1名につき200円）、払込取扱票のコ
ピーを準備する

※「共済掛金」：共済加入者全員（200円／1人）
※県子連の指定口座等の情報は、別途連絡いたします。

  ８



書類提出について②

●ケガなどをした人がいた

確認
対象者が「安全共済会」に加入
しているか

いいえ
⇒

事故後の加入は受け付けられません
ので、共済の適用になりません

↓

確認
その活動は事前に「年間行事」または
「日常定例活動」に登録していたか

いいえ
⇒

学区長を通して、市子連安全会へ連
絡を入れてください

↓

代表者or報告者
「事故第一報報告書」を作成

↓

報告者
「安全会関連資料送達票」の
事故報告欄に従い準備

↓
報告者
「安全会関連資料送達票」と「事故第
一報報告書」を合わせて『ふぁみりこ
らぼ』事務室内『青少年課』へ書類を
委託する

↓

経過
対象者が治癒した時、もしくは
事故発生日から180日が経過したら
「共済金請求申請」を行う

※安全会の手引きP.16を参照

※安全会の手引きP.5を参照

※ふぁみりこらぼは
第1月曜と第3月曜が休館日です

※「事故第一報報告書」を提出しただけでは
共済金請求にはなりません
※領収証・明細書などを必ず保管するように
伝えてください

作成・提出までに分からないことがあった場合は
『学区長』へ問い合わせること

  ９



書類提出について③

確認
「事故第一報報告書」は提出していた
か

いいえ
⇒

「事故第一報報告書」が提出されて
いない請求はできません
遅延理由書を添えて「事故第一報報
告書」を提出します
※安全会の手引きP.16 P.21を参照

↓

確認
治療が終了しているか、または事故発
生日から180日を経過しているか

いいえ
⇒

通院ごとの請求ではなく一括請求で
すので、終了してから請求してくだ
さい

↓

代表者or報告者
「〈医療共済金〉請求書兼事故証明
書」を作成

↓

報告者
「安全会関連資料送達票」の
共済金請求欄に従い準備

↓

被共済者
治療の請求書や明細証（コピーで可）
を準備し、「個人情報の取扱いについ
ての同意書」に記入する

↓

報告者
「安全会関連資料送達票」と「〈医療
共済金〉請求書兼事故証明書」「個人
情報の取扱いについての同意書」「医
療明細書などのコピー」を合わせて
『ふぁみりこらぼ』事務室内『青少年
課』へ書類を委託する

↓

経過
県子連・全子連で審査されたのち、指
定した口座へ振り込みされます

※市子連から振込日の案内はできません
※振り込みに関する問い合わせにもお答えでき
ません

※安全会の手引きP.19を参照

作成・提出までに分からないことがあった場合は
『学区長』へ問い合わせること

●ケガなどをした人の共済請求

※安全会の手引きP.18を参照

※安全会の手引きP.5を参照

※ふぁみりこらぼは
第1月曜と第3月曜が休館日です

 １０



書類提出について④

確認
対象となるのは「第三者の所有物」と
「対人」です

注意
⇒

活動に参加していた方（応援を含む）
やその方の所有物などは対象外です

↓

確認
対物の場合、修理見積などを依頼する
（現状が確認できる写真などを保管し
てください）

注意
⇒

修理見込み金額や買い替え品の購入代
金全額が保証されるわけではありませ
ん

↓

担当者
事故発生を学区長へ連絡し、「子ども
会賠償責任保険事故報告《第一報》」
を作成する

↓

報告者
「安全会関連資料送達票」（その他欄
に記載）と「子ども会賠償責任保険事
故報告《第一報》」を合わせて『ふぁ
みりこらぼ』事務室内『青少年課』へ
書類を委託する

↓

経過
県子連・全子連からその後の手続きに
ついて連絡が入ります

※学区長は速やかに市子連安全会へ報告
※安全会の手引きP.22を参照

※ふぁみりこらぼは
第1月曜と第3月曜が休館日です

※内容によっては適用外になることもありま
す

作成・提出までに分からないことがあった場合は
『学区長』へ問い合わせること

●活動中に「対人」「対物」に損害を与えてしまった

11
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５.【追加加入】の手続き 
---------------------------------------------------------- 
 

安全会への書類提出：毎月２０日提出締切 

 
補償は県子連へ掛金を払い込み後、県子連が入金を確認できた翌日から適用
されます。 
安全会への書類提出は毎月 20日迄となりますが、転入者や行事への対応な
ど、お急ぎでの手続きが必要な場合は、学区長を通して市子連安全会へご連絡
ください。 
 
安心して子ども会活動を行うために、すみやかにお手続きください。 
※ネット登録作業をしてから２週間以内に書類を提出してください。 
 
●提出物（学区名・単位子ども会名を記入したクリアファイルに入れて提出） 
 

・安全会関連資料送達票   …記入例Ｐ．5  
 
・共済掛金等報告書＜共済様式＞０６ネット加入用 

（原本を提出し、控えを保管）        …記入例Ｐ．6 
 

・振替払込請求書兼受領証のコピー 
安全共済会の掛け金を払込したときの受領証です。 
県子連への安全共済会掛金の払い込み方法については、別途連絡い
たします。 

 

※令和６年度より、市子連が開催する行事の地引網大会・親子レクリ

エーション２事業の応募においては、一斉加入時に共済へ加入してい

ることが条件となりました。 

 
 



３，未入金削除

データ入力から30日経過後はネット上でデータの変更ができませんので、加入者の登録
データ備考欄に、訂正する内容の情報を入力してお問い合わせを送信後、安全会へ変更
届＜共済様式＞07新を提出してください。(安全共済会ネット入力説明資料紙配布⑱⑲
⑳参照)

※次年度の一斉加入の際に、転出者のデータを削除してください。

※他市町村からの転入の場合は学区長に連絡し「ひたちなか市子連会費」を支払って
ください。

　ネット入力後に単子から全子連へ「お問い合わせ」
送信および変更届＜共済様式＞07新が不要なもの

４，転出

転出する加入者の登録データ備考欄に、転出日と、把握できる範囲で「2025年〇月〇日
〇〇子ども会に転出」など具体的な転出先の情報を入力してください。(安全共済会
ネット入力説明資料紙配布⑲㉒参照)

データ入力から30日以内はネット上で訂正が可能なので、お問い合わせからの送信は不
要です。

　ネット入力後に単子から全子連へ「お問い合わせ」
送信が必要なもの(変更届＜共済様式＞07新提出は不要)

21日～月末提出の場合は必ず安全会へご相談ください。

       安全会への変更届提出：毎月２０日提出締切

データ入力から30日経過後はネット上でデータの削除ができません。

共済掛金が未入金の場合のみ、加入者情報の登録データ備考欄に「削除依頼(未入金)」
と入力して送信してください。(安全共済会ネット入力説明資料紙配布⑲⑳参照)

　ネット入力後に単子から全子連へ「お問い合わせ」
送信し変更届<共済様式＞07新提出が必要なもの

※共済掛金の入金がお済みの場合、30日経過前でもデータの削除はしないでくださ
い。

１，転入

加入者のデータを新規登録後、転入日と、把握できる範囲で「〇〇県〇〇市〇〇子ども
会より転入」など具体的な転出元の情報を登録データ備考欄に入力してお問い合わせ送
信後、安全会へ変更届＜共済様式＞07新を提出してください。(安全共済会ネット入力
説明資料紙配布㉑参照)

２，氏名・年齢の訂正

６.加入者情報の変更【変更届】
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公益社団法人　全国子ども会連合会　御中

7 年 7 月 15 日

 小 6 7 月

 幼   〇 7 月

月

月

２.　加入者名簿の変更・訂正

(旧)

〒 － 〒 －

(提出日) 令和

市 区 町 村 等 子 連 ひたちなか市子ども会育成連合会

単 位 子 ど も 会 湊あけぼの子ども会

単 位 子 ど も 会 番 号 082210●●●

担 当 者 杉浦隆

連絡先電話番号 090-1234-1234

全国子ども会安全共済会規程に基づき、次のとおり変更届を提出いたします。

１.　転入届（転入者を受け入れた子ども会が提出）

旧所属団体

市区町村等子連 単位子ども会 単位子ども会NO

31 平成　太郎 ひたちなか市子ども会育成連合会 湊さくら子ども会 082210●●●

32 平成　花子 ひたちなか市子ども会育成連合会 湊さくら子ども会 082210●●●

会員NO. 氏名 変更・訂正内容

30 神田　ゆうな 名前を「ゆうな」から「優奈」に訂正願います。

4.　代表者変更
(新)

(フリガナ) (フリガナ)

変 更 日

代表者 代表者

電話番号 電話番号

〈共済様式〉07新

令和7年1月改訂

〈個人情報の取り扱いについて〉
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特殊な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

転
入
者

連
絡
先

種
別

学
年

3歳
以下

連
絡
先

市区町村等子連
受付日

変更届(単位子ども会用)

都道府県・指定都市
子連受付日

新会員
NO.

氏名 転入月
旧会員
NO.

変更・訂正
する

加入者

住所 住所

種別は「幼」「小」「中」「高」

「大」と記入してください。

変更訂正する内容を記入

してください。

３歳以下の幼児の場合には

「〇」を入力してください。
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７.事故第一報 
---------------------------------------------------------- 
 

提出期限： 事故発生から 14 日以内 

 

会員が、行事登録してある子ども会活動中に、事故等で傷害または疾病を
被ったときに提出します。 
 
 
 
●提出書類（子ども会名を記入したクリアファイルに入れて提出） 
 

・安全会関連資料送達票     ･･･記入例Ｐ． 5 
 

・事故第一報報告書＜共済様式＞２０   ･･･記入例Ｐ．16 
 

 
 
 
▼マル福（公費）利用について▼ 
病院を受診する際、マル福や健康保険は使用できます。 
医療共済金は、マル福を使ったかどうかに関係なく健康保険が適用になっ
た医療費総額の 30％が支払われます。 
※調剤薬局等で自己負担が発生していなくても「領収明細書」の提出で医
療費総額の 30％を請求可能ですので、明細書は必ず受け取ってください。 
 

まだ手続きは終わっていません！ 

事故発生から 180日を経過した時、もしくは完治した時（通院な
どの必要がなくなった時）、共済金請求の手続きをしてください。
（Ｐ.17参照） 

 



<共済様式>20

年 月 日

年 月 日 ( )

歳 学 年

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

令和5年1月改訂

市区町村等子連
受付日

KYTの実施状況
例）指導代表者がKYT研修を受けている
　当日は準備運動を重視し、ボールの扱い方について指導した

都道府県・指定都市
子連確認欄

加入者
名簿確認

共済掛金
入金確認

行事確認
請求書

受付確認

キックベースの守備練習中、捕球する際に転倒。
腕と頭部を強打した。
病院へ行き診察を受ける
頭部→脳波確認し異常なし
右上腕部→レントゲン撮影で骨折と診断（患部を固定し経過を診る）

単 位 子 ど も 会 湊あけぼの子ども会 単位子ども会番号 082210●●●

被 共 済 者 平成 遊 男・女 11 6

行 事 名 キックベースボール練習

発 生 場 所 湊小学校グランド

事故の状況（原因・処置・経過・傷害・疾病の状況）

時刻 15:00 天候 晴

学 区 ・ 地 区 　　　　　　 勝田ｏｒ那珂湊

事 故 日 令和 7 6 7 土

担 当 者 佐藤明子

事　故　内　容

報 告 者 平成太郎
被共済者
との関係 親権者

連絡先
電話番号 080-1234-5678

連 絡 先 電 話 番 号 ０9０ー4321ー8765

代 表 者 武石多津夫

全国子ども会安全共済会事故第一報報告書
（死亡･後遺障害・医療）

107 6

市 区 町 村 等 子 連 ひたちなか市子ども会育成連合会
都道府県・指定都市

子連受付日

公益社団法人　全国子ども会連合会　御中

(提出日) 令和

「武石多津夫」と記入

事故の詳細を把握した育成・指導者が

作成し、名前・携帯電話番号を記入

手引き表紙裏の安全会専用の子ども会名
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８.共済金請求 
---------------------------------------------------------- 
 

提出期限： 最終診療日から 14日以内 

 

事故発生から 180日を過ぎた時、もしくは完治した時（通院などの必要がなくな
った時）、申請手続きを行います。 
 
 
●提出書類（学区名・子ども会名を記入したクリアファイルに入れて提
出） 
 

・安全会関連資料送達票    …記入例Ｐ． 5 
 

 ・＜医療共済金＞請求書兼事故証明書 

＜共済様式＞２１ …記入例Ｐ．18 

 
・個人情報の取扱いについての同意書 

＜共済様式＞２２   …記入例Ｐ．19 
           ＜共済様式＞２２－２※ 

※２２-２の様式記入例は、全国子ども会連合会のホームページを参照 

   

・柔道整復施術報告書＜共済様式＞２４ ※ …記入例Ｐ．20 
※２４は、接骨院・整骨院にかかった場合のみ 

 
・医療機関の領収証・領収明細書等のコピー 

    （原本は必要ありません） 
※医療機関受診の際の駐車料金や保険適用外の治療材料は対象外です 

 
※申請書類を訂正した場合には控えをお渡しします 

 

 

 

 

 

共済金支払い振込までには数か月かかります 

共済金の支払いは、書類を提出して審査した後支払われるため、支払い完了

まで２～６ヶ月程度かかることもあります。あらかじめご了承ください。 



公益社団法人　全国子ども会連合会　御中

㊞

〒 ー

〒 ー

ー 男

) 年 5 月 5 日 11 歳 6
学
年

枚 3 医療報告書（「１」の書類がない場合。費用は自己負担）

枚

2

支店

＜災害状況報告書兼事故証明書欄＞

歳

7 年 6 月 7 日 ( 土 )
 その他

名

6 月 7 日 ～ 8 月 10 日

8 月 16 日 ～ 9 月 2 日

（事故状況）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

市区町村等
子連

使用欄

受付日 担当者
都道府県

指定都市子連
使用欄

受付日 請求完了日 担当者
令和5年1月

改訂

都道府県・指定都市子連
確認欄（確認済は○）

行事計画書 往復の経路図（事故発生場所が往復途中の場合）

名簿 掛金入金確認

傷 害 部 位 全身・頭部・顔部・頚部・肩部・上腕・前腕・手部・胸部・腹部・背部・腰部・大腿・下腿・足部

症 状 分 類 打撲・骨折・捻挫・切り傷・突き指・脱臼・擦過傷・歯損・関節炎・火傷・視力・その他(　        )

活 動 分 類

スポーツ【ドッジボール・ソフトボール・野球・バレーボール・ソフトバレーボール・水泳・サッカー

フットベースボール・キックベースボール・バスケットボール・ポートボール・マラソン・相撲

アスレチック・サイクリング・スキー・スケート・その他のスポーツ(　　　　　　　　　　　　　　  )】

運動会・キャンプ・ハイキング・野外炊飯・花火大会・祭り・その他レクリエーション(　     　　　　　)

社会奉仕活動・集団活動・研修会・往復途中

脳波確認し頭部異常なし。
右腕はレントゲン撮影の結果骨折と診断。患部固定し、治癒確認まで3回通院

診療機関名2 あさがお接骨院 診療期間

治療の経過
と状況

右腕への後療として冷・温罨法・電療法を受けた。
計12回施術を受け、終了となった。

事
故
の
原
因
と
経
過

事故
発生
の

状況

指導代表者がKYT研修を受けており、当日は準備運動を重視し、ボールの扱い方について指導した。
キックベースの守備練習中、捕球する際に転倒。
腕と頭部を強打した。病院へ行き診察を受ける。頭部→脳波確認し異常なし、右上腕部→レントゲン撮影
で骨折と診断。

治療
の

経過
及び
状況

（傷病部位）傷病名 右腕骨折

診療機関名１ ひまわり病院 診療期間

治療の経過
と状況

※３ヶ所以上の診療機関へかかった場合、３ヶ所目以降は別紙にて上記項目と同内容を記載の上提出してください。

行 事 名 キックベースボール練習 就学前３年以下の
被共済者の場合

安全共済会加入
の保護者の同伴 有　無

天 候 晴れ 参加者数 20

子 ど も 会 の 役 職

4 その他
個人情報の取扱いについての同意書

単位子ども会育成会副会長

事 故 日 令和 時刻 15:00
事故日が土日祝・春夏冬休み以外
の日で、休日となった理由

学校行事の代休、開校記念日

発 生 場 所 湊小学校グランド

管 理 者 氏 名 佐藤明子 年齢 48

お振込先
金融機関

太陽 銀行・信金・信組・農協・漁協・労金・（　　　） ゆうちょ銀行 （数字３桁）店

添付
書類

1
医療費領収書(写) 15

診療明細書 3

口座名義(カタカナ) ヘイセイ　タロウ 口座名義(カタカナ)

口座番号ひかり 普通預金以外
の場合(　　) 口座番号 012345

月 3

平成 遊 性別

被共済者
との続柄 本人・親権者・その他( 生 年 月 日 2025

氏　　　名 平成 太郎（自署の場合押印不要） ㊞

連　絡　先 080 1234 5678

代表者 市 区 町 村 等 子 連 ひたちなか市子ども会育成連合会

全国子ども会安全共済会 共済約款に基づき、関係書類を添えて共済金を請求します。

ご
請
求
者

住　　　所

312 0011
ご請求日 日

茨城県ひたちなか市●●●●

被
共
済
者

住　　　所

請求者住所に同じ

氏　　　名

令和 7 年 9

<共済様式>21

全国子ども会安全共済会　＜医療共済金＞　請求書兼事故証明書

単 位 子 ど も 会 湊あけぼの子ども会

都道府県

事故
証明印

単位子ども会 番号 082210●●●

指定都市子連 記入しない

平
成

小学生のみ学年記入

（中高生などは年齢のみ）

請求者と口座名義人

は同じ人を記入して

ください

この手引きの表紙の裏にある

安全会専用子ども会名とコード番号

記入漏れが多発しています！

18歳以上の

育成指導者を

記入

事故第一報報告書の注意点を参考にわかり

やすく記入してください

1回でも受診した医療機関はすべて記入

3つ以上の場合は2枚目に記入
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<共済様式>22

私は、令和　 年 月 日発生の事故における被共済者の傷病について、公益社団法人

全国子ども会連合会「全国子ども会安全共済会」またはその委託を受けた者が、下記の行為を行なう　　　

ことに同意します。

記

１. 被共済者の傷病の原因・症状・診断内容・治療内容・検査結果・既往症等について説明を受けること。

２. 以下の資料の交付・貸し出し（複写による提供を含む）を受けること、また資料の複写やデジタル

カメラによる撮影を行なうこと。

(1) 診断書・診療報酬明細書・施術証明書・その他診療情報資料

(2) レントゲンフィルムなどの検査資料

・ 年 月 日

・

・ ㊞

（注）同意された方が患者（被共済者）様ご本人の場合は、以下の記入は不要です。

ひたちなか市  ●●●●

年 月 日 生

さくら薬局 御中

個人情報の取扱いについての同意書

ひまわり病院 御中

あさがお接骨院 御中

7 6 7

同意日 令和 7 9 3

住　所 ひたちなか市  ●●●●

氏　名

患者（被共済者）様との関係　[本人・配偶者・親権者・法定相続人・その他（　　　　　）]

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲
に限定します。

平成 太郎

　　　　　　　　 平成 遊

令和5年1月改訂

患者（被共済者）様の

住　所

氏　名

生年月日 (昭和・平成・令和) 25 5 5

受診した医療機関だけではなく、お薬を処方して

もらった調剤薬局も全て記入してください

平
成

けが（病気）された方がお子様の場合は、

親権者のお名前を記入してください

 19



<共済様式>24

25 年 5 月 5 日

令和 7 年 6 月 7 日

令和 7 年 8 月 16 日 ～ 令和 7 年 9 月 2 日

日

保険分（１０割の金額を記入願います）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

　　　　　年　　　月　　　日
令和 7 年 9 月 3 日

　後療料 ×××

　温罨法料 〇〇〇

　冷罨法料 △〇

　電療料 ××△

令和5年1月改訂

〇川　〇次郎

計 ×〇×〇

住 所
ひたちなか市　東石川　〇△－●〇

施 術 所 名
あさがお接骨院

㊞

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

氏 名

電 話
029-××××-〇〇〇〇

＜施術料等＞

＜初検料・再検料等＞ 　初検料 〇〇〇〇

　初検時相談支援料 ××××

　再検料 △△△△

＜施術情報提供料＞ 〇×〇×

＜往療料＞ ××××

　整復・固定施療料 〇△〇△

負 傷 名 骨折

公益社団法人　全国子ども会連合会　御中

柔道整復施術報告書

被 施 術 者 生 年 月 日 (昭和･平成･令和)

受 傷 日

施 術 期 間

施 術 日 数 12

施 術 部 位 右上腕部

平成 遊

施術を受けた医療機関に記載を

依頼してください。

あさがお

接骨院

 20
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９.遅延理由書 
------------------------------------------------------- 
 

提出期限を過ぎて提出する場合 

 

遅延理由書の書式は自由です。 

書類提出が記述指定日より遅れた場合に代表者が記載して添付してくださ

い。 

 

～遅延理由書～ 

提出日 令和  年  月  日 

ひたちなか市子ども会育成連合会 

 勝田ｏｒ那珂湊 地区                   子ども会 

     提出者                      

     被共済者名                   

     事故発生日  令和   年   月   日 

書類提出が遅れた理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 

・事故発生の報告を受けるのが遅かったため。 

・書類の記入に時間がかかったため。 

・書類の提出期限を誤認していたため。 

・治療完了の報告がなかったため。 

など、具体的に記載してください。 

 

表紙裏の安全会

専用子ども会名 
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１０.賠償責任保険 

---------------------------------------------------------------------------
 

発生時にはすみやかに 

学区長を通して市子連安全会へお問合せください 

 
※誤って第三者（子ども会活動にまったく関係のない人）にケガを負わせてしまった

り、物を壊したりした時。 

【物損の場合】応急処置と共に、写真と見積書を手配 

集会所や学校の施設を使用する場合は、借用書の提出が必要です。 

借用書がないと請求できませんのでご注意ください。 

※ＫＹＴの実施：イベント開始前・終了後に、使用施設を確認し、破損個所等がないか確認してくだ

さい。 

  

【人身の場合】早急な治療を依頼 

「子ども会賠償責任保険」の詳細については、全国子ども会連合会のホームページ

を参照してください。 
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１１.安全共済会Ｑ＆Ａ 
------------------------------------------------------- 

 

 

1．ネットで表示できない漢

字があるときはどうした

らいいですか？ 

旧漢字など変換出来ない漢字はひらがなで入力してください。 

また、その際には備考欄にその旨を入力してください。 

（カタカナ→全角、アルファベットはカタカナで入力） 

2．会員がほかの子ども会

に転出するときはどうし

たらいいですか？ 

データの備考欄に転出日と転出済であることを記入してください。 

(P.13) 

会員が転入先で子ども会に加入される場合は、会員の保護者に子ども会

の登録番号（この手引きの表紙裏の単位子ども会コード番号）を伝えてくだ

さい。安全共済会は全国共通となっています。 

年度内であれば、あらたに加入掛金はかかりません。 

転出先で加入手続きされても転出元の登録内容は削除されませんが問題

ありません。 

3．転入してきた方が前に

所属していた子ども会名

が分からないときは、新

しく加入したほうがいい

ですか？ 

転出元の小学校名・住所・氏名・性別・学年など少しでもわかれば検索が

可能です。分かる範囲でデータ備考欄へ記入して払い込む前に学区長を

通して市子連安全会へ連絡をお願いします。掛金の二重払込にならぬ
ようご協力をお願いします。 

4．病院を受診する際にマ

ル福や健康保険証は使

ってもいいですか？ 

普段通りの保険を使用して受診してください。 

医療共済金は、マル福を使ったかどうかに関係なく、健康保険等が適用さ

れる医療費総額の 30％が支払われます。 

5．医療共済金の「管理者」

とは子ども会育成会会

長のことですか？ 

会長に限りません。（P.18） 

その事故発生時の状況について内容を把握している満 18歳以上の方、子

ども会の役職のある方（育成指導者）が記入してください。 

6．共済金はいくら支給され

ますか？ 

健康保険等を適用した医療費総額の 30％が支給されます。総医療点数が

333点以下（自己負担目安が 1,000円以下）の場合は支給されません。 

7.病院での支払額がいくら

なら共済金請求できます

か？ 

マル福を使ったときや生活保護受給者及び低所得認定者は、 

支払額が無料でも請求できます。領収書が発行されない場合は、受
診された医療機関に診療明細書を発行してもらってください。 

調剤薬局も支払い対象です。領収書と明細書を提出してください。 

8．共済金を請求する際、

診断書は必要ですか？ 

診断書は必要ありません。診断書等の文書発行料は支払い対象外ですの

でご注意ください。 

9．領収書をなくしてしまっ

たときはどうしたらよいで

すか？ 

医療報告書＜共済様式＞23 の記載を医療機関にお願いしましょう。医療

報告書＜共済様式＞23 が必要な場合は、学区長までお問い合わせくださ

い。また、全国子ども会連合会のホームページからダウンロードすることも

可能です。ダウンロード方法は P.24 
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１２.共済様式のダウンロード手順 

● 『安全共済会』と検索し、全国子ども会連合会のホームペー

ジを表示してください。 

 下のバナーをクリックするか、スマートフォンの場合は右上メニューから「安全共済

会と賠償責任保険」→「共済様式ダウンロード」の順にクリックしてください。 

 

                                                  

 

 

 

 

※上記以外の様式も同じページからダウンロードできます。 

但し、〈共済様式〉06 共済掛金報告書（ネット加入用）は県子連の様式、

安全会が配布したものを使用してください。 


